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教育委員会定例会(５月)会議録 

 

日  時  平成２９年５月２４日(水) １６時００分～１７時００分 

 

場  所  市役所３階３０８会議室 

 

出席委員   大津 秀明（教育長）       永田 見生（委員） 

日野 佳弘（委員）        岡部 千鶴（委員） 
      白水 美弥子（委員）       喜多村 浩司(委員) 

 

事務局   窪田 俊哉(教育部長)       野田 秀樹（市民文化部長） 

甲斐田 忠之（文化芸術担当部長）  

大久保 隆(教育部次長)      西村 信二(市民文化部次長) 

橋本 五郎(学校教育改革担当次長) 伏貫 義樹(教育センター所長) 

川上 喜美子(学校施設課長)    渡辺 唯希（学校施設課計画主幹） 

松本 良一(教職員課長)        平田 敬一(学校教育課長)      

上野 順也(学校教育課学務主幹)    本村 政夫(学校教育課指導主幹)    

刈茅 洋子(学校保健課長)        谷口 健二(人権・同和教育課長)   

國武 博（田主丸事務所長）       山内 義美（北野事務所長）     

澁田 光弘(城島事務所所長)       酒見 賢次(三潴事務所長) 

稲益 久之(体育スポーツ課長)      江頭 裕二(生涯学習推進課長)    

馬場 博文(文化財保護課長)        杉山 和敏(中央図書館長)      

八田 秀一（中央図書館主幹）   澤水 秀俊（青少年育成課長） 

 

議  案 
第２４号議案 久留米市文化財専門委員会委員の委嘱について 

第２５号議案 久留米市立学校結核対策委員会委員の任命又は委嘱について 

第２６号議案 平成３０年度使用久留米市小学校教科用図書「特別の教科道徳」 

の採択に係る選定方針について 

第２７号議案 平成３０年度久留米市立小学校において使用される「特別の教科 

道徳」の教科用図書の採択に係る教科用図書の内容等の特徴の審 

議について（諮問） 

第２８号議案 久留米市と福岡県との間の久留米市中央公園内の体育施設及び 

照明設備に係る事務の委託に関する規約の制定に係る意見の 

申出について 

第２９号議案 久留米市体育施設条例の一部を改正する条例に係る意見の申出 

について 
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議案の審議前に、第２６号議案及び２７号議案は非公開で審議することが承認された。 

 

議案 

第２４号議案 久留米市文化財専門委員会委員の委嘱について 

教育長 それでは、議案の審議に入ります。 

「第２４号議案 久留米市文化財専門委員会委員の委嘱につ

いて」、事務局から説明をお願いします。 
 

事務局 

 

《議案説明》 

教育長 

 

ただいま事務局より第２４号議案について説明がありました

が、ご質問やご意見はありますか。 

（全委員） 

 

（特になし） 

教育長  ご質問等が無いようですので早速採決に入ります。 

「第２４号議案 久留米市文化財専門委員会委員の委嘱につい

て」、賛成の方は挙手をお願いします。 
 

（全委員） （挙手） 

 

教育長 賛成全員でありますので第２４号議案を原案のとおり承認い

たします。 

次に、「第２５号議案 久留米市立学校結核対策委員会委員の

任命又は委嘱について」、事務局から説明をお願いします。 

 
第２５号議案 久留米市立学校結核対策委員会委員の任命又は委嘱について 

事務局 

 

《議案説明》 

教育長 

 

ただいま事務局より第２５号議案について説明がありました

が、ご質問やご意見はありますか。 

（全委員） 

 

（特になし） 

教育長  ご質問等が無いようですので早速採決に入ります。 

「第２５号議案 久留米市立学校結核対策委員会委員の任命又

は委嘱について」、賛成の方は挙手をお願いします。 
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（全委員） （挙手） 

 

教育長 賛成全員でありますので第２５号議案を原案のとおり承認い

たします。 

次に、「第２８号議案 久留米市と福岡県との間の久留米市中

央公園内の体育施設及び照明設備に係る事務の委託に関する規

約の制定に係る意見の申出について」、事務局から説明をお願い

します。 

 
第２８号議案 久留米市と福岡県との間の久留米市中央公園内の体育施設及び照明

設備に係る事務の委託に関する規約の制定に係る意見の申出につい

て 

事務局 

 

《議案説明》 

教育長 

 

ただいま事務局より第２８号議案について説明がありました

が、ご質問やご意見はありますか。 

Ａ委員 

 

保守委託事務を県に委託するということですね 

 

事務局 

 

施設に関する管理保守を県にお願いするものですが、基本的

には指定管理者が保守管理を行います。ただし、軽微な変更に

関しては、例えば野球場であれば久留米市が、陸上競技場であ

れば福岡県がそれぞれ行います。指定管理者に対しての支払い

に関して福岡県に委託するものです。 

 

Ａ委員 

 

維持や改修の軽微な変更の程度は、県が判断するのですか。 

久留米市は判断しなくても良いのですか。 

 

事務局 

 

負担割合についても久留米市と福岡県で協議して、指定管理

料で変わってきますが、例えば１００万円以上であれば指定管

理に任せるなど、財産に対する割合等も踏まえて負担割合を協

議していきます。ただし、野球場や陸上競技場など市の施設、

県の施設と明確に区分されているものについては、それぞれで

行うこととなっています。 

 

 

教育長  ご質問等が無いようですので早速採決に入ります。 

「第２８号議案 久留米市と福岡県との間の久留米市中央公園

内の体育施設及び照明設備に係る事務の委託に関する規約の制

定に係る意見の申出について」、賛成の方は挙手をお願いしま
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す。 
 

（全委員） （挙手） 

 

教育長 賛成全員でありますので第２８号議案を原案のとおり承認い

たします。 

次に、「第２９号議案 久留米市体育施設条例の一部を改正す

る条例に係る意見の申出について」、事務局から説明をお願いし

ます。 

 
第２９号議案 久留米市体育施設条例の一部を改正する条例に係る意見の申出につ

いて 

事務局 

 

《議案説明》 

教育長 

 

ただいま事務局より第２９号議案について説明がありました

が、ご質問やご意見はありますか。 

Ｂ委員 

 

議案２９－７にある野球場使用料などたくさん資料があります

が、今回の改正点とこのあたりの関連を教えてください。 

 

事務局 

 

条例の表の中に、野球場やテニスコートがあったため、表記を

しているもので、実際に野球場やテニスコートで改正があった

わけではございません。 

条例上、１つの表になっているために掲載しているものであり、

新たに改正を行うのは武道場と弓道場に関する部分になりま

す。 

 

Ｂ委員 

 

議案２９のどこが改正する部分になるのですか。 

 

事務局 

 

議案２９－８及び議案２９－９です。その他は、施設を表わす

住所に新たに武道場と弓道場を示しております。過去掲載して

いたのですが、一度解体をしたため、条例上一旦削除し、今回

改めて掲載するものです。 

 

教育長  他にご質問はございませんか。 

無いようですので採決に入ります。 

「第２９号議案 久留米市体育施設条例の一部を改正する条例

に係る意見の申出について」、賛成の方は挙手をお願いします。 
 

（全委員） （挙手） 
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教育長 賛成全員でありますので第２９号議案を原案のとおり承認い

たします。 

次に、報告事項に移ります。 

 
報告事項 

（１） 教育委員会後援事業等に関する報告 

（２） 有馬記念館企画展「藩主の肖像」開催のご案内 

（３） 平成２９年度（公財）久留米市体育協会各種事業の共催・後援について 

 

今後のスケジュール 

○ ６月定例会：６月２６日 １５時～ 本庁舎３階３０８会議室 

○ ７月定例会：７月２４日 １０時～ 本庁舎３階３０３会議室 

 

 

非公開議案 

第２６号議案 平成３０年度使用久留米市立小学校「特別の教科道徳」の教科用図書

採択に係る選定方針について【非公開】 

第２７号議案 平成３０年度久留米市立小学校において使用される「特別の教科 道

徳」の教科用図書の採択に係る教科用図書の内容等の特徴の審議につ

いて（諮問）【非公開】 

非公開で審議後、第２６号議案及び第２７号議案は原案のとおり承認された。 

 


